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原子力規制委員会記者会見録 

 

  日時：令和4年9月21日（水）14:30～ 

  場所：原子力規制委員会庁舎 13階B･C･D会議室 

  対応：更田委員長 

 

＜質疑応答＞ 

○司会 それでは、定刻になりましたので、ただいまから9月21日の原子力規制委員会定例

会見を始めます。 

  皆様からの質問をお受けします。いつものとおり、所属とお名前をおっしゃってから、

質問のほうをお願いいたします。 

  質問のある方は手を挙げてください。 

  エンドウさんお願いします。 

○記者 すみません、新潟日報、エンドウです。よろしくお願いします。 

  今日最後の定例会見、最後の定例会合となったわけですけども、その所感、改めてお

聞かせいただきたいなと。10年間、委員、委員長としての任期を終えることになります

けれども、どのように振り返られるのか、お願いします。 

○更田委員長 そうですね。恐らくまだ率直なところ、実感がないんだと思います。とい

うのは、任期を終えるまで、一旦事故が起これば指揮を執るのは私ですし、その緊張感

は今も持っていますので、恐らく振り返れるようになるのは、退任してからのように思

います。 

  それから、そうですね。そう言っても、様々なことが印象に残っていますし、特に委

員長になる前ですけども、委員会が発足して基準づくりをしていた時期、それから、そ

の基準を基に適合性審査を開始した時期。最も時間的にも仕事の密度的にも厳しい時期

ではありましたけれども、そのときのことがやはり私にとっては非常に印象的で、その

後、バックフィットであるとか、あるいは検査制度の更新といったようなものがあって、

それから様々なトラブルですとか、外の状況に対応していかなきゃならないものはあっ

た。そういったこと、本当に様々なことがありますけども。それでもやっぱり、ふっと

思い出すのは、発足のときのことなのですよね。私にとっては、最初の1、2年の経験が

非常に大きかったように思っています。 

  今日は最後の会見ですけど、最後の会見でありますし、最後の会合だったわけですけ

ども、そうですね、本当に実感を持ているようになるのは、これからのように思ってい

ます。すみません。 

○記者 分かりました。 

  それで、柏崎刈羽原発について伺いたいのですけども、追加検査について、先週ある

程度、出口の議論というのをしたわけですけれども、まだ終了までは時間がかかるとい
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うことで、任期中に今やり切れなかったというか、終えられなかったことについて、ど

う思うのかということ。この一連の核物質防護の不備について、委員長として、どこま

で達成というか、できたのかという、お考えをお聞かせいただけますか。 

○更田委員長 なかなか短くお答えするのは難しいですけれども、東京電力柏崎刈羽原子

力発電所の核物質防護に係る一連の問題について、命令、検査区分を変更して、それか

ら核燃料物質の移動を禁じる命令を出して、この検査区分が元へ戻ったり、あるいは命

令を解除したりというところが私の任期中に終わらなかったのは、これは致し方のない

ことかなと思います。別に委員長の任期に合わせて急ぐものでは決してありませんし、

検査の内容やその項目から考えて、このぐらいの期間がかかるというのは致し方のない

ことだというふうに思っています。 

  少し見通しのようなことも申し上げましたけども、まだ検査は続いていますし、それ

から東京電力自身がどう捉えてという報告を、どれぐらいの密度で受けられるかという

のが、一つのポイントになるだろうと思います。 

  ただ、今回、これは何度も申し上げていることですけど、東京電力柏崎刈羽の一件で、

私たち自身、規制側も非常に多くのことに気づかされた。改めるべきところにも気づか

されて、そして振り返ってみて、さらには言えば国際コミュニティに対してもいろんな

問いかけをしてみて、やはりこれは規制側が改めなければ、東京電力がしなきゃならな

いことを東京電力にしてもらうということを指摘する、指示するというのは大事なこと

ですけど、一方で、私たち自身が変わること、規制当局が変わることが本件に関しては

非常に重要で、規制側が核物質防護を特別視し、特定の部署が管理することと思ってい

たことがそっくり事業者に反映される形になって、もちろん多くの事業者がきちんとで

きていたことが、東京電力柏崎刈羽原子力発電所ではできていなかったのは事実ですけ

れども、やはり核物質防護を特別視していた。 

  それから、セキュリティものは一切公開できない、あるいは発信できないという、こ

れは説明責任の放棄であって、セキュリティものに関する情報発信であるとか説明責任

の果たし方、これはまだまだ、どこまで話していいか、どこまでが取得すべき情報であ

るかというのは、私たちもまだ経験を積み切れていないところもありますし、悪意ある

第三者を有利にしないようにというのは原則ではありますけども、それがためにあらゆ

る情報が発信できないというのは間違いだし、やはり多くの目に触れるということが、

より質を高めることにつながりますので、セキュリティ規制、核物質防護規制に関して

は、規制当局も改めるところが多々あって、その内容についてはこれまでもお話しして

きましたけど、より多くのメンバーが、知識、経験を得るということが非常に重要で、

少し時間はかかりますけど、時間はかかるけれども、私たち自身も変わらなきゃいけな

いというのが、柏崎刈羽の一件で、一番強く受け止めたことですね。 

○記者 すみません。最後に、その上で、検査そのものについて、山中新委員長にどうい

ったことを伝えていきたいですとか、どういった引継ぎをしていきたいですとか、その
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辺りをお願いします。 

○更田委員長 率直に、一番最初に頭に浮かんだことをお答えしますね。 

  実は、これは柏崎刈羽の核物質防護に係る一件だけに限ったことではないのですけど、

委員会の委員や委員長を務めていると、どうしても最終段階での判断を求められるので

すね。そのときには、もう非常に長い時間と努力が積み重ねられてきた結果、最後に判

断を求められる。 

  そうすると、どうしてもここで結論を覆さないんではないかとか、いわゆるちゃぶ台

返しをしちゃいけないんじゃないかって、心理的抵抗を受けるのかもしれないけれど、

私はあまり受けないように努めてきたのは、規制委員会の役割で一番難しいのは、規制

庁の追認機関にならないことなのですよ。 

  ですから、これは本当にいろんな方から批判されましたけど、私は、規制委員長、委

員にとって大事なのは、ちゃぶ台返しを恐れないということだと思っているのです。必

要だったらいつでもひっくり返して、もう一回調べ直すんだという姿勢は非常に大事だ

と思っていますし、この柏崎刈羽の一件は、非常に長い時間、検査時間を、検査期間を

積み重ねてきただけに、最終段階での判断でも、それに恐れることなく、御自身の信念

に従った判断をしていただきたいというふうに思います。 

○記者 ありがとうございました。 

 

○司会 ほかに御質問ございますでしょうか。 

  では、ハセガワさん、お願いします。 

○記者 NHKのハセガワです。 

  退任に当たっての会見になるかと思うのですけれども、この10年を振り返って、更田

委員長として、できたこと、できなかったこと、その辺り、整理される部分があれば伺

えますでしょうか。 

○更田委員長 できたというのは、決して完了形ではないですけれども、私たちが発足す

るときに非常に強く意識をしたのは、規制の虜という批判に対して、もう二度と規制当

局が事業者をおもんばかるような、虜になってはいけないというのが一つと、それから

安全神話の復活を絶対に許さないというこの2点で、これについてはずっと意識し続け

てきたし、できてきてると思っています。 

  だけれども、緩んだらまた復活するので。ですから、私は委員の5年間、委員長の5年

間、規制の虜であるとか、安全神話の復活を許さないという、この姿勢を貫くことはで

きたと思っていますけれども、しかしこれはずっと、これは、ですから、これからの5

年間は、山中委員長、それから委員の役割になるわけですけども、緩んだらまた復活す

るものですから、この2点については貫けたと思っていますが、ただ、将来にわたって

という、将来も変わらないような基礎をつくったとは思っていません。ずっと注意し続

けることが重要なんだと思っています。 
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  できなかったことですけど、いっぱいあるといえば、いっぱいあるのです。一つはや

っぱり、コロナ禍で動きを非常に制限されてしまった。それから、ちょうどタイミング

ですけども、サイバーアタックを受けた関連で、規制委員会、規制庁のシステムがネッ

トから独立せざるを得なかったと。ネットとの関係を遮断せざるを得なかった。いろん

な意味で、不便はあって、活動性は落ちたんだと思っています。 

  もっと現場に行きたいと思っていましたし、地方事務所の強化でも、もっと自らの目

で見て確認してというふうには思いましたけども、これはなかなか果たせなかったよう

に思っています。 

  それから、議論をしたい、より議論を深めたいと思っているような、思っていたよう

なテーマは幾つもあるのですけども、どうしても規制上の優先順位を考えたときに、基

本的、基本問題に関する議論というのは、後回しにせざるを得なかった部分はあると思

っています。 

  ただ、それは規制当局の役割というよりは、より一般的な議論が多いので、これは規

制委員会を離れてからでも、どうだか分かりませんけど、知人とはやれるかなというよ

うなことを思っています。 

  例を挙げれば、リスク情報活用のようなことは、安全目標につながるリスク情報活用

に係るような議論というのは、規制当局発足の、規制委員会発足のときに安全目標、性

能目標について議論しましたが、その後、継続的な議論はできていませんので、これは

できるものならと思ってきて、結局、任期末を迎えました。 

○記者 ありがとうございます。 

  今、緩めないというような発言がありましたけれども、今、ウクライナ危機、エネル

ギー危機も電力の需給逼迫であったりとか、そういった状況を踏まえて、原子力も既存

の原発の再稼働であるとか、新増設の検討であるとか、少し推進に舵を切るような、政

府あるいは推進側の動きもある中で、規制として改めて求められることというのは、ど

ういうことだというふうにお考えでしょうか。 

○更田委員長 率直に言って、規制は何も変わらないのだと思っています。幾つかの場所

で申し上げていますけども、改めて申し上げるのは、今回のGX（グリーントランスフォ

ーメーション）実行計画における一連の内容を踏まえても規制の要求レベルを引き下げ

ろという議論は一つもないですし、万が一、それが引き下げるということになったら、

利用は決して前へ進まないどころか、全ての利用が頓挫すると思っています。私たちは、

安全の要求レベルを引き下げることなく、厳正な規制に努める。自分たちの仕事をする

べき、するべき仕事をする、それに尽きると思っています。 

  ですから、再稼働を進める、それは関係者の理解を得るための努力を、推進当局や事

業者が進めるということであるし、新設・増設に係る議論というのは、これは規制以前

の制度化に係る議論ですので、まだ事業者からプランという形になっているわけではあ

りませんので、これが事業者からのプランとなった時点で、規制側は準備に入れるとい
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うことになるんだと思います。 

  そんなぐらいですね。 

○記者 ありがとうございました。 

  その上で、規制側としても、人材の不足、定員割れも続いているような状況であった

りとか、あるいは担う職員が、その確保が難しい側面であったりとか、そういった中で、

技能を維持しながら、またその上で、これまでどおりの安全最優先の規制を続けていけ

るのか、そこをどうお考えでしょうか。 

○更田委員長 結局、実力が一番大事なのですよ。実力に欠けていると、自信がなくて、

強くも出られないとかね。ですから、規制当局にとって、技術的能力というのは基本中

の基本であって、最も重要なものです。 

  一方で、事業者との比較でいえば、規制当局の技術的能力というのは、決して見劣り

するものではないと思っているし、それから、若者も育っていると思っています。 

  断片だけを切り取られるとね、断片をつなぎ合わせたりされてしまうと、実際の実像

とは違ったような描像が生まれてしまうことが多いですけれども、私は、規制庁の職員

の能力というのは、発足時に比べて格段に伸びていると認識をしていますし、問題は、

人の採りにくさというのは事実ですが、これは私たちだけではなくて事業者側も同じこ

とですし、そしてまた利用に対する意見が大きく分かれている中で、多くの人材を求め

ることの難しさというのは、深刻な問題だと思います。 

  ただ、正直言って、人気のある分野だと思っていませんので、そういった意味で、一

気に解決する問題ではなくて、地道にやるしかないだろうというふうに思います。 

○記者 関連するのですけれども、規制庁職員の中でも、1F（福島第一原子力発電所）事

故直後の厳しい状況に直面した方は一定程度残る。一方で、そうではない職員も増えて

きているという中で、経験の継承であるとか、その当時を振り返ることであるとか、そ

ういった必要性というか、その辺りをどのようにお考えでしょうか。 

○更田委員長 一つの有効な手段は、事故の分析を続けることだと思っています。新しい

事実が、今、非常に強い放射線に阻まれて、アクセスが難しい、いまだに難しい。ただ、

徐々に徐々に新しい情報は出てきますので、事故分析を続けることだと思いますし、そ

の事故分析は、規制当局が自ら事故分析に当たるということが、極めて重要だと思いま

す。 

 

○司会 ほか、御質問ございますでしょうか。 

  アラキさん、お願いします。 

○記者 週刊エコノミストのアラキと申します。本日はよろしくお願いいたします。 

  大きく分けて2つ、お話を伺いたいのですけれども、まず一つ目が、原発の運転期間の

カウントについての質問になります。 

  2年ほど前に、ATENA（原子力エネルギー協議会）との技術的な意見交換会などの際に、
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原発の高経年化の進み具合などについては、個別の炉でそれぞれ見ることが可能だとい

うふうなお考えをお示ししていただいたと思いますが、そのお考えが今も変わらないの

かという点と、また、今後その高経年化の進展具合について、それぞれ審査当局として

審査するとなれば、どういうところを一番注目して審査すべきか。ポイントですとか、

逆に難しい点とかもあれば教えていただけたらと思います。 

○更田委員長 まず、個別に見ることが可能というより、個別に見るしかないと思ってい

ます。個々の炉によって、状況は違います。一口に同じ炉型といっても、建設時の条件

によって、耐震性であるとか、様々な条件が異なるので、寿命といいますか、高経年化

の対策の有効性については、個別の炉ごとに見る必要があると思っています。 

  それから、難しいところは、そうですね。一番難しいのは、設計の古さなんだと思っ

ています。 

  これは、技術は進んでいって、どんどんどんどん設計で対処できるものだって進化し

ていっているんだけど、ですから、非常に古い設計で建てられた炉で、その後いろいろ

手当はしているかもしれないけれど、そうはいってもという部分があって、例えば長い

期間停止していたからというような条件を持って、古い設計の炉のさらなる運転が許可

できるかどうかというのは、なかなか深遠な難しい議論です。 

  それから、中性子照射脆化一つとっても、圧力容器鋼材の脆化の問題ですが、だんだ

んだんだん後半になるにつれて、データを、監視試験片といって、炉内に入れている試

験片の破壊靭性等を測っていますので、データは得られるんだけど、データの内挿で議

論している間はまだしも、外挿の部分、延長線上の状態を議論しなければならない。そ

れも一定程度の外挿であれば、ある程度確からしい議論はできるかもしれないけれども、

さらにそれを外挿するというような議論はなかなか難しいだろうなと思います。 

  そうですね、高経年化なり長寿命の運転というものは、長くなれば長くなるほど難し

いですし、また、特に日本の場合は、地震ハザードが他国と比べて格段に厳しいので、

その許認可に係る議論というのは簡単ではないというふうに思っています。 

○記者 ありがとうございます。 

  つまりは一般的なルール、基準づくり、基準というか、そういうので、それぞれの個

炉で必要なことと、ある程度一般的に必要なことというのは、それぞれ分けて審査する

ような必要はあるんでしょうか。 

○更田委員長 単純化してしまうと、例えば40年を超えた炉に関して、その炉がどこまで

健全性を、不確かさも含めて、マージンも含めて健全性を保ているかというような判断

は、その炉ごとに個別に判断していくしかないだろうというふうに思っています。 

○記者 分かりました。ありがとうございます。 

  もう一点が、今度は規制委員会ですとか、規制委員庁の職員の方々のことなのですけ

れども、先ほどの質問でも、個人のそれぞれの能力は格段に伸びているというふうなこ

とでしたけれども、世界で見たときに、アメリカのNRC（アメリカ合衆国原子力規制委
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員会）ですとかフランスですとか、世界の規制当局に比べて、この10年間、日本の原子

力規制委員会ですとか規制庁がどの程度まで育ったと言えるでしょうか。何か世界の中

でのポジションをどういうふうに評価しているのかがあれば教えてください。 

○更田委員長 なかなか置かれている状況が違うので、一概に申し上げにくいところはあ

りますけれども、シビアアクシデント対策に対する理解であるとか、審査の密度という

観点からいえば、これは優るとも決して劣らないレベルの規制ができていると思ってい

ます。 

  一方で、今アラキさん、アメリカとフランスを例に挙げられましたけど、先ほどのハ

セガワさんの人材の話とも関連をするのですけど、一旦、規制当局に就職して、幹部に

なったら、もう例えば電力であるとかメーカーに就職はできませんという条件でリクル

ートしている国って、日本だけなのですよね。 

  例えば、前のアメリカの原子力規制委員会の委員長って、今、電力会社の取締役です

から。それから、前のNRCの規制部長は、今、電力会社の規制対応部長です。結局、人

材の流動性が非常に大きい。米国もフランスも、推進と規制と、あるいは研究と、そう

いったところ、人材がぐるぐる回ります。 

  そうすると、機会が多く与えられている、そして、その機会がフレキシブルな中で人

材を求めようとするのと、一旦、規制当局に来たら、もうここでずっと仕事してくださ

い、ほかのチャンスはありませんという採用の仕方をする難しさというのは、独特のと

ころがあって、ここが、実際、発足して採用してみて、なかなかこれを乗り越える、よ

っぽど待遇がいいとかなると話が別ですけど、むしろ逆なので、これをどうしたらとい

うのは大きな問題です。 

  ただ、その中で、例えば検査官の力量であるとか、あるいは士気の高さであるとか、

そういった点で、各国に劣らないものがあると思っています。 

  一方で、先ほど柏崎刈羽の件でお話をしましたけど、核物質防護に関するものは、今

までちょっといわゆるPP（核物質防護）部隊に局所化させていたために、組織全体とし

ての知識や経験、能力には劣るところがあって、これを取り戻すのは一つのチャレンジ

だと思っています。 

  むしろ、フランスみたいにセーフティとセキュリティが、規制当局が分かれている国

もありますので、それはそれで一定のメリットがあります。日本は一体化していること

のメリットを感じていますけども、一体化させているだけに、組織全体に双方の分野に

対する理解、経験を深めるというのは、これからもまだまだチャレンジだというふうに

思っています。 

○記者 分かりました。どうもありがとうございます。 

 

○司会 ほか、御質問ございますか。 

  では、まずヒロエさんで、キリュウさんで、順番でお願いします。 
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  では、まずヒロエさん、お願いします。 

○記者 共同通信のヒロエです。 

  委員長は、10年間審査を通じて、事業者、電力会社、再処理事業者とかと関わってき

たと思うのですけど、事業者は、委員長が見るに、この10年間で何か変わってきたとい

うのはありますでしょうか。もし事業者にこういうところを言いたいということがあれ

ば、教えてください。 

○更田委員長 まず、事業者と一くくりにできないように思っています。個別の事業者、

個別の申請者がどうであるかとかというふうに申し上げるのは余りよろしくないと思

うのですけども、個社によって随分姿勢に違いがあるように思っていますし、その違い

が出てきたということが、私たちが感じられるようになったということは、よい側面も

持っているんだと思っています。 

  幾つかの事業者については、技術的議論をリードするような姿勢を見せる事業者が出

てきたのも事実であるし、そういった意味で、進歩も見られる。 

  一方で、本当に変わらないなと思う、思わされるときもあって、まだまだ事業者の姿

勢、あるいは規制当局と事業者との間の関係というのは、まだまだこれからだと思って

います。 

○記者 規制委員会と事業者というのは、どういう関係であるべきだというふうに定義を

考えていらっしゃるんでしょうか。 

○更田委員長 もっと率直な議論が可能だろうというふうに思いますが、日本独特の背景

があるのかなとも感じています。 

  例えば、審査の中であるとか、検査において、事業者からチャレンジというか、規制

当局の判断に対する疑義が発信されることはあるのですけど、そもそもの要求レベルに

対して全く反応がなかったというのが、ちょっと釈然としていないのです。 

  つまり、今になって、審査に時間がかかるとか、審査の議論がと言っているけれど、

そもそもそれは全て基準の要求レベルに根差しているのであって、異論があるのであれ

ば基準の要求レベルに異論があったんじゃないかなと思うのですけど、これはおよそ全

く出なかった。 

  あとは推測ですけども、やはり規制当局の要求レベルに対して、異論を唱えることが、

様々な関係者の理解を得る上で困難があったのかなというふうに推察されるんだけど、

ただ、要求レベルに対してチャレンジがないというのは、非常に日本独特ですね。 

  今、米国は、SMR（小型モジュール炉）に向けた10CFR（合衆国連邦規制基準） Part 53

という、新しい基準案について議論しています。今、米国のNEI（原子力エネルギー協

会）、日本でいうとATENAですけど、こんな要求要らないよというのを、ぎゃんぎゃん

やっています。弁護士さん立ててやっています。公開のレターとか、これは規制強化だ、

こんな規制強化はSMRの導入を妨げるというような議論が延々とされているわけだけど、

新規制基準策定の際ないしは特定重大事故等対処施設の要求の際、要求そのものに対す
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る、何といいますかね、異議はないのですよ。建設になって、建設に時間がかかる。そ

れは要求レベルが高いので。ですから、本当に本音のフランクな議論というのは、遠慮

があったんだろうと思います。徐々にその遠慮が取れてきたんだとすれば、それはむし

ろよいことですけど、率直な議論がまだまだできないところに、これからの課題がある

というふうに思っています。 

○記者 あと、改めてになるかもしれませんけど、10原発、17基、許可を出して、それで

再稼働が現状7基にとどまっているという、この現状は、委員長はどういうふうに考え

ていらっしゃいますか。 

○更田委員長 これをとどまっていると表現するのか、7基も動いていると考えるのかは、

受け止め方それぞれだと思っています。東京電力福島第一原子力発電所事故の後、この

国で原子力の利用が再びあるのかどうかというのは大きな議論であったと思いますし、

それは受け止めの問題だと思います。 

  私たちは、数なんかしんしゃくしない。個別に十分なものである、適切な安全対策が

取られていると考えたら、許可もするし、認可もします。不足だと考えたら許可しない。

これはあくまで個別であって、数は私たちの問題ではありませんので。今年は3基合格

にしようとか、そんな規制当局、世界中のどこを探してもいませんから。 

  ですから、繰り返しますけど、数は私たちとは関係のないものなのです。 

○記者 すみません。10年間振り返られて、委員長御自身で点数をつけるとしたら、仕事

に何点ぐらいつけますでしょうか。自分の委員長としての仕事を。 

○更田委員長 仕事に自分で点数をつけてはいけないと思います。 

  私自身としては、本当にある種、自分の信念であるとか正義であるとかを貫くことが

できたと思っていて、その点に関しては、非常に気分としてすがすがしい気持ちで退任

することができたのは幸いだと思っています。これは田中委員長も、一片の曇りもない

という言葉でもって退任されましたけど、本当にそのお気持ちが分かるような気がしま

す。 

  ただ、要するに技術的な課題であるとか、あるいは様々な関係者との間のコミュニケ

ーションの問題であるとか、そういったものに関しては道半ばなので、なかなか点数は

つけられないですね。 

○記者 ありがとうございます。 

 

○司会 では、キリュウさん、お願いします。 

○記者 河北新報のキリュウです。 

  福島第一原発事故の廃炉作業について伺いたいのですけれども、こちら、廃炉作業の

過程において、委員長としてできたことと、できなかった、達成できなかったこととい

うのを教えていただきたいのと、とりわけ処理水に関して、委員長が任期中に海洋放出

の一定のところまで道筋を立てられたという言い方もできますし、もしくは11年半たっ
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て、まだ放出できていないという、そういう捉え方もできると思うのですね。 

  委員長として、その処理水の現状というのをどういうふうに捉えているかというのを

お願いします。 

○更田委員長 まず、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉について、私自身は極めて強

い印象を持っているのは、発足した初期に、これはリスクという点では、今の置かれて

いる状態よりも遥かに高いリスクの状態にあったわけですけど、海水配管トレンチに高

濃度の汚染水が滞留していた状態、あれを試行錯誤もありましたし、東京電力には失敗

もあったんだけど、結果的に彼らはよくやったと思っています。 

  私たちもがんがん攻め立てたみたいなところもありますけども、海水配管トレンチの

高濃度の汚染水を、濃度を下げて、そしてその後固めることができたのは、本当によか

ったと思っています。 

  その後、いわゆる覚えておられると思いますけど、K排水路の汚染な問題であるとか、

フェーシングであるとか、様々なチャレンジがあって、しばらくの間、海側の井戸を掘

ると結構な濃度が測定される状況が続いていました。あの頃までが、本当に緊急回避の

ような状態だったと思いますが、一つの節目を迎えたのは、建屋の滞留水、貯留水では

なくて滞留水、たまってしまっている水の濃度を桁で下げることができたところが一つ

の節目だと思っています。それ以降、建屋の滞留水がたとえ外へ漏出しても、放射性物

質という観点からは大きな汚染につながらないという意味で、格段に安定化したように

思います。 

  それから4号機、3号機の使用済燃料の取り出しも一時期どうなるかと思いましたけど、

結局カバーをかけることができた。そして、燃料取扱機が置けたということが一つの大

きなポイントでしたけども、この間もやっぱり電源を間違えたとかという、ボルトを間

違えたとか、いろんなミスはありましたけど、それでもこれもよかったと思っています。 

  そして、ALPS（多核種除去設備）処理水ですけども、これは正直言って、もっと早く

実行に移せなかったかなと思います。思いますが、一方で、十分な説明責任を政府とし

て果たす必要があったと思いますし、また、今でも議論が続いていますけど、風評被害

に対する懸念、これにどう答えるかということに時間がかかるのは致し方ないというふ

うに思っています。ただ、個人的にはぜひ現在計画されているとおりの実行が果たされ

ることを願っています。 

  廃炉はまだまだこれからで、処理水なんかよりもっと難しい問題が残っていて、それ

は固体廃棄物です。固体廃棄物をどう安定した保管状態に移すのか、そこまでが一つの

廃炉作業の大きな、そこでまた廃炉作業が大きな節目を迎えるんだと思いますけども、

固体廃棄物に係る議論というのはまだまだこれからですので、始まってすらいないと言

っていいんだと思います。 

  というのは、どれだけの濃度のものがどれだけ発生するかというのが、概算でしかで

きない状態ですので、これは私の任期なんかよりも遥かに上回る長期間の戦いになるだ
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ろうと思いますけども、個人的には高い関心を持って、固体廃棄物の問題には関心を持

ち続けたいというふうに思っています。 

○記者 すみません、もう一点お願いします。 

  委員長、固体廃棄物の関心をこれからも持っていきたいということで、これからの福

島事故への関わり方というのをお伺いしたいのですけれども、前委員長の田中さんは地

元に帰られて、いろいろ放射線管理の関係をやっていると思うのですけれども、技術者

としてという部分であったり、個人的にでもいいのですけれども、何か福島の廃炉にど

う関わっていきたいかとか、福島で避難区域、どこか行っていないところに行ってきた

いとか、そういったことでもいいのですけれども、そちらはいかがでしょうか。 

○更田委員長 田中さんは専門が遮へいで、放射線をどう止めるかというのが専門ですの

で、放射線分野の専門家ということもあって、福島との関わりで、関心はよりオフサイ

ト、サイトの外にある。そこで農業の再生であるとか、汚染がある中での土壌の改善で

あるとか、そういったオフサイトに取り組まれて、そして飯舘村のアドバイザーという

形で、そうですね、どのくらいなんだろう、3分の1なのか半分なのか、飯舘村にお住ま

いになっていて、私も何度か行きましたけども、オフサイトへの関わりが強かった。 

  私は専門が炉工学、燃料工学なので、どちらかというと、廃炉作業そのものであると

か、炉内の状況の推定だとか、それから廃棄物の扱いのほうに、どうしても自分の専門

分野が近いものですから、オフサイトよりオンサイト、サイトの中への関わりが強くな

るだろうと思っています。 

  ただ、自分からしゃしゃり出てもしようがないのでね。声がかかればということでは

あるのですけど、今計画しているのは、近いところで、これは遊びに行くのですが、大

熊に遊びに行こうというふうに思っています。 

  そうですね。機会があれば、ちょくちょくとにかく現地へ行きたいと思いますし、東

京電力の迷惑にならない範囲で、1Fの中もできるだけ入りたいというふうには思ってい

ます。 

 

○司会 それでは、先ほど手を挙げられていた、ヨシノさん、ヨシダさん、タカダさんの

順番でお願いします。 

  では、まずヨシノさん、お願いします。 

○記者 テレビ朝日のヨシノです。お疲れさまでした。 

  私からは一点だけ。原子力発電を巡る様々な理解というのが、本当に漠とした質問で

恐縮なのですが、私は本当に進んだのかなというのは疑問に思っています。 

  例えば、処理水の希釈海洋放出一つとっても、これに対して健康被害があるとかいう、

声高に叫ぶ人はまだいますし、それから原発のハザードの審査についても、基準地震動

とか、基準津波だとか、そういったものについて理解が進んでいないのではないか。こ

うしたことに対する規制委員会、規制庁の情報発信は今までどうだったのかというこ
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とについて、見解をお伺いしたいと思います。 

○更田委員長 どうしてもその理解が、意見のほうに引きずられるんですよね。例えば、

ある物事に対して、否定的な意見を持つ主体は、その案件自体を理解できないという。

理解しているけども反対とはなかなかならないんですよね。 

  一方、その肯定するほうは、前を進めるほうは理解できないとは決して言わない。た

だ、ですから、原子力の利用に係る意見。肯定的な意見を持っておられるか、否定的な

意見を持っておられるかが、理解そのものに対してそのまま反映されてしまう。 

  ここは難しいですよね。しかも、両極の意見のほうがともすれば、表に出てくる。ど

のくらいサイレントマジョリティーがいるのかっていうのは、サイレントだからつかみ

ようがありませんけれども、原子力利用に対する意見、意見のほうが大きく分かれてい

ることが、原子力の様々な問題に対する理解であるとかを阻んでいる部分っていうのは

あるんですけれども、これは愚痴を言わせてもらえば、規制以前の問題であって、原子

力を利用しようとするのか、あるいは原子力の利用を止めようとするのかっていう、正

当化の議論の際に本来なされるべきことであるんだけど、どうしてもそこを飛ばして、

あたかも規制を使って止めようとか、あるいは規制によって前へ進めようか、規制はあ

くまで利用するのであれば、安全のためにこれが必要だという指摘をし、それを確認し

ていく組織ですけど、ですから本来規制の手前に正当化の議論は終わっているはずです

が、終わらないままに規制に持ち込まれているところがあるので、そこが私たちが引き

受けなきゃならないものの大きさがより大きくなっているんだというふうに思います。 

 

○司会 では、ヨシダさん、お願いします。 

○記者 毎日新聞のヨシダです。お疲れ様です。 

  伺いたいのが、この任期中に、先ほどちょっとちゃぶ台返しを恐れないことという話

もありましたけれども、最も判断が御自身で難しかったと思われたのはどういったとこ

ろで、それはまたどういったところが難しかったのかっていうところを伺えますでしょ

うか。 

○更田委員長 そうですね。自分にとって難しいのは、必ずしも技術的なものではないと

ころが難しさだったりもしたんですけど、ただ幾つか、それもたくさんありますけど幾

つか挙げるとしたら、今浮かぶものは、例えば六ヶ所再処理施設の航空機落下確率に関

わる議論であるとか、それから、これも詳しく内容はお話しできないですけど、特定重

大事故等対処施設に求める耐震性であるとか、施設の強度であるとか、こういった議論

はなかなかに難しかったように思いますし、それから、やはりその特定重大事故等対処

施設の施行が間に合わないということでルール変更を求められたときに、これは初めか

ら結論があったわけではなくて、やはり幾つかの選択肢について議論をした上で結論を

出したわけですけども、こういったものですかね。 

  ただ何か一つとか二つ、これが難しかったっていうものが浮かぶわけではなくて、そ
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れこそ何か日常的に何か一つは難しいものを抱えているっていう感じはしますし、今日

の検査官証の不携帯なんてのは、頭が痛いですね。答えを出すのは簡単ではないので、

こういったマネジメントであるとか、あるいは説明責任であるとか、そういったものの

ほうがむしろ難しかったように思います。 

○記者 先ほどその特重のその猶予期間の議論の中でどういったところが特に難しかった

というのはお願いできますか。 

○更田委員長 技術的には、その他のオプション、これは先の国会でも特定重大事故等対

処施設が整備されていないことをもって極端にその安全性のレベルが下がるとかそう

いったものではないということを答弁していますけれども、実際期限までに特定重大事

故等対処施設の設置を求めるというのは、安全に対する姿勢と責任っていうか安全に対

する姿勢を示す。約束をちゃんと守るっていうことと、一方で、昨日までにその施設な

しで運転していたのが、期限が来たからといって急に危険になるわけじゃないですよね。 

  だから、技術的にはリスクは変わらないと言えるんだけど、それを持って期限を延ば

してたらズルズルズルズルいってしまう。私たちは、東京電力福島第一原子力発電所事

故の発生を見て、このような事故は二度と起こさないという決意のもとに作られた、こ

れは私たちだけじゃなくて事業者もそう決意したはずなのですよね。であるのだけに、

その責任を果たしてもらうということで、もうルール変更はしないという、あの時点で

のルール変更しないという結論になったわけですけど、一方でリスクを考えると、先ほ

どのようにリスクが変わるわけではないので、決して安直に結論を出したわけではあり

ません。 

○記者 ありがとうございます。今後、今ちょっと議論が活発になっているその新型炉、

SMRとか高速炉の議論が活発になってきておりますけども、今後先ほどもちょっと話に

は出てたんですけども、規制当局としてこうした新しい炉型に対してどのような姿勢で

向き合っていけばいいかっていうのを伺えますでしょうか。 

○更田委員長 現時点ではまだ情報収集にすぎないんですよ。 

  例えばIAEA（国際原子力機関）におけるSMRに係る会合にも参加をしていますし、米国

のSMRに関するルールメイキングや、カナダ、イギリスが同様なことをしてますけど、

ずっとウォッチをしています。ただし、日本ではまだどのどの事業者も何も発信してな

いですよね。政府だけなのです。 

  それから新型炉、革新炉といっても千差万別です。SMRだって、ものすごく開きがある

んです。技術的な成熟度から言うと。BWR（沸騰水型原子炉）の既存の技術をそのまま

反映して小さくしたような炉もあって、これは建設が現実的なような設計もあれば、全

く世代の違うタイプの炉も提案をされていて、どういう炉型になるかによって全くアプ

ローチが異なってきますし、それから、例えば安全性という観点だけから言うと、よく

高温ガス炉が安全性が高いという取り上げられ方をしますけども、高温ガス炉の使用済

燃料は、再処理するというのは現実的ではありませんので、全量再処理という政策をと
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っている日本では、今の時点ではその政策同士のバッティングで、導入が、視野に入る

ものでは決してないので、そういった意味で、どういった炉型を、事業者として選択す

るのか、この発信がなされて初めて、じゃあどういう要求というのを準備しようかって

いう議論につながっていくので。 

  今は、SMRや、ガス炉に関してはHTTR（高温工学試験研究炉）があるから一定の経験は

積んでますし、そういった意味でまだ調査というかウォッチしている段階です。個別の

炉型が提案されて、その計画が示された時点で私たちは要求水準の策定に当たっていく

ということになると思います。 

○記者 ありがとうございます。最後に一点、この退任後なのですけど、先ほどちょっと

福島の話が出てきました。退任後何か今後考えていることとか、チャレンジしていきた

いこと等々あればお願いします。 

○更田委員長 そうですね。まだ、特に予定がないので。さあ、退任してみて。 

  それとちょっと先ほど一番難しかったことは何かって言われたときに、ちょっと浮か

んでお答えしなかったことがあるんですけど、私たちは、事故の記憶が生々しい中で発

足した組織で、繰り返しますが原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所事

故のような事故を二度と起こさないという決意で、設置された組織であるからこそ、私

たちはずっと事故は起こるものと考えているんです。矛盾しているように聞こえるかも

しれませんけど、あのような事故を起こさないと決意しているから、日常的にずっと必

ず事故は起こるものと考えて仕事してます。 

  審査に当たるときもそうだし、検査を見るときもそうだし、必ず事故が起きるんだと

思っているんです。人はやっぱり楽観幻想のもとで暮らすほうがよっぽど安心して暮ら

せるんですけど、常に悲観的に考えてます。きっと私たちは何か見落としをしていて、

きっと私たちは何かに気づかないでいて、ああいう事故は必ずまた起きてしまうってそ

う思い聞かせて仕事している部分があるんです。そう考えて仕事をしているからこそ、

次の事故を防げるんだと思ってます。事故は必ず想定外であって、想定されているもの

だったら事故になんか至りはしない。だから、心理的にはずっと負荷かけているんです

よ。 

  退任まで実は数日ですけど、今日退任ではちょっとないんですが、その数日の間も事

故は起きると思っているんですね。ですから、本当に防災携帯を山中新委員長に渡すま

で、あんまりその次のことは考えられないんですよね。まだ明日事故が起きたら、官邸

に飛んでいくのは私だしっていう中で、退任後のことをよくお尋ねになるんだけど、ち

ょっとまだそういう心理状況にならないので、自分としても関心があるのは防災携帯を

渡したときに、どんな気分になるのかなっていうのはとっても関心があります。 

○記者 ありがとうございます。 

 

○司会 ではタカダさんお願いします。 
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○記者 鹿児島の南日本新聞社のタカダといいます。 

  すみません、退任後のお話の後にちょっとまた振り返っていただくことで恐縮なので

すけど、2015年に九州電力の川内原発は全国に先駆けて再稼働いたしました。個別事情、

その各電力会社とかあると思うんですけども、川内で行った審査で得られた知見とか経

験が、その後の再稼働の、全国の再稼働の審査にどのように活かされたのか、それとも

活かされなかった部分もあったのか、振り返って所見をまず一点お伺いしたいと思いま

す。 

○更田委員長 活かされた部分はありますが、活かされなかった部分っていうのもあるん

です。まず活かされた部分に関して言うと、同型のPWR（加圧水型原子炉）の審査に関

しては、ある種雛形のような形になりましたから、その系統構成であるとか様々な、あ

るいは火災防護区画であるとかそういったものについては、川内1,2号機が先鞭をつけ

る形で、後続のPWRの審査に関しては有効に活かされたと思ってます。 

  一方で、柏崎刈羽はサイトとしてちょっと少し有利な側面も持っていて、例えば岩盤

が出やすいっていうようなところもあって、緊対所の設置であるとか、そういった問題

が他のサイトよりも早めに解決するっていうようなところが川内が先行した大きな理

由になっていますので、あるいは、増設が計画されていたようなこともあって、サイト

の広さは非常に有利に働いている部分があります。もちろんその九州電力がしっかり努

力したということも評価されるべきだと思いますけれども、川内は川内で、有利な側面

を持っていましたし、また審査の内容の多くは、後継のPWRの審査に活かされたという

ふうに考えています。 

○記者 ありがとうございます。もう一点お伺いします。 

  今申し上げた、おっしゃったとおり、九州電力、委員長、幾つかの場面でもトップラ

ンナーというふうな評価をされてらっしゃると思います。先ほど規制庁のレベルは世界

のどのようなポジションにあるかっていう話もありましたけど、事業者はその世界的な

レベルのポジションとしてはどの程度にあるのかっていうお考えをお教えください。 

○更田委員長 これはなかなか、海外の事業者も、本音のところ、本当のところまで突き

詰めて、私が接している海外の事業者って、どうしてもその幹部であったり、あるいは

事業者団体の代表であったりするので、それほど海外の発電所の現場に触れたことがあ

るわけではないので、なかなか比較は難しいですけれども、日本の原子力発電所、例え

ばサイトを訪れたときの印象で言えば、士気は高いし、またよく整理をされたサイトに

なっていて、決して国際的に比較して、人の能力も含めて劣るようなものではないと思

っています。 

  一方で、これは規制当局側もそうなのですけど、いまだに原子力って輸入技術ってい

う部分を抱えていて、例えばシビアアクシデントの解析をしますが、電力各社が持って

くる解析というのは、MAAP（米国電力中央研究所が所有する過酷事故解析コード）とい

う米国のコードです。私たちも国産のコードも持ってますけど、主に使っているのはメ
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ルコアという米国のコードです。あるいはもっと、そのコードまでいかなくても、相関

式であるとか様々なものが、やっぱりウェスティングハウスであったり、GE（General 

Electric Company）であったりに発端するとかのものは多く使われていて、いまだにそ

の原子力はその輸入技術的部分を抱えているので、そうですね。根っこから考えるって

いうようなところは、まだ他国に学ばなきゃならないようなところはあるんだろうと思

ってます。 

○司会 ほかに御質問ございますでしょうか。はい、オカダさんお願いします。その後、

おしどりさんに。オカダさんお願いします。 

○記者 東洋経済新報社のオカダです。よろしくお願いいたします。 

  東京電力福島の原発事故で、裁判が全国で行われていると。国も責任を問われて、先

日最高裁で判決が出たわけですが、必ずしも国が裁判で主張してきたことがそのまま、

裁判所がそのまま認めたというような判決内容でもなかったかなと思ったり、少数意見

がついたり、あるいはその後も株主代表訴訟では、かなり厳しい事業者の責任が問われ

たりしたわけですが、改めてこの原発事故における国の責任というものが、この委員長

が在任期間中ずっと問われたわけですけど、どのように振り返っておられますでしょう

か。 

○更田委員長 国家賠償訴訟に対するその最高裁判決をもって、あたかもその国の責任が

なかったかのように言われるのは誤解であって、国賠法のその賠償責任において、その

国の責任がという判決であって、事故に対する国の責任がなかったはずがないじゃない

ですか。 

  というのは、原子力安全委員会、原子力安全保安院って2つの役所を潰したわけですよ。 

  当然、国会事故調でも、政府事故調でも、あるいは民間事故調や、様々な調査報告書

で指摘をされているように、当然のように国の責任はあったし、国の規制が足らなかっ

た部分ということがあったのは間違いないので、そういった意味である種その一つの側

面に対して国の責任がなかったという判断がされたことを持って、それを全体であるか

のように語るのは間違いだと思っています。少なくとも原子力の安全に係る規制に関し

て、国に足らざるのところがあったのは間違いのないところで、であるからこそ、原子

力規制委員会の発足を迎えたんだというふうに考えてます。 

○記者 いわゆる法的責任とかいろんな言い方が、社会的責任と法的責任とかって言われ

ているわけですけど、そこは今のお話から言うとどういうふうに考えたらいいんでしょ

うか。 

  規制が十分でなかった。ウォッチも十分でなかったってそういうことなのかなと思う

んですけど。 

○更田委員長 結果論的な部分と、そうでない部分もあるんだろうと思ってますけど。 

  そうですね、さらに言えば国会事故調や政府事故調に関してもその指摘に関しては必

ずしも一致しないところがありますけれども、ただ、1F事故以前に既に他国からは指摘
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をされていたように、日本のかつての規制というのは、基準を作るところと、それを基

に審査をする、そして許可を出すところが別だったんです。 

  それから、そんな体制をとっている国は、世界中どこにもなかった。さらに言えば、

許可を出す組織というのは、推進と一体の組織であって、例えば、ある発電所に許可を

出そうとする判断の決裁を仰ぐのは、経済産業大臣だった。当時はね。ですから、当然

のことながら推進と規制の分離は全くできていなかったですし、それは他国から不思議

がられてたことではあったんですよ。それがために、そのダブルチェックと称して、原

子力安全委員会がありましたけど、原子力安全委員会はあくまで保安院の規制をチェッ

クする立場でしたけど、一旦事故が起きたら、今度は全ての責任が、原子力安全委員会

であるかのように扱われてしまった。 

  ただし原子力安全委員会は、そもそもそんな準備ができていたわけではないので、い

ろんな意味で国の体制に不備があった。そしてその不備というのは、既に事故前から指

摘をされていた。だけど、実際に痛い目に合わないと、手をつけることができなかった

っていうのが実際のところだと思います。 

○記者 長期評価が2002年に発表されたときに、もうちょっときちんと東電にチェック指

導し、確認しておけば、対策できたんじゃないかっていうことも随分論争になりました

けど。 

○更田委員長 これは議論の分かれるところだと思います。参酌すべき情報かそうでない

かっていうのは大変難しいところですし、その分野の専門家においても意見が分かれる

ものだと思っています。 

  ただ、東京電力福島第一原子力発電所事故の発生をどう防げたかっていうことにはち

ょっと、ある種、個人的には想像のつかないところがあって、全くその当初の想定とは

違う方向から津波がやってきたであるとかその高さが全く想定されないものであった。

で、海水ポンプ云々じゃなくてメタクラまで水浸かる状況になった中で、どうやれたか

っていうのは、なかなか難しいところではあるんですが、ただ事故分析で、これまで余

り取られてないアプローチは、一旦事故が起きた後、最適パスをたどっていたらどうな

っていたかっていうのは、あんまりなかなか難しい、技術的にも難しいんですけど、検

討が進んでない部分あるんだろうと思ってます。 

  ちょっと具体的に言うと、1号機が極めてトリッキーなことに、直流が先に死ぬってい

う状況になったので、アイソレーションコンデンサーが全部バルブは閉になってしまっ

た。もし仮にあれを開けることができてたら、1F1号機が冷却してれば、IC（アイソレ

ーションコンデンサー）のコンデンサ側には海水でも何でもぶち込めばいいので、1号

機が救えてたら1号機の水素爆発が回避できたかもしれない。1号機の水素爆発が回避で

きれば、あのとき2号機3号機に、外から電源の負荷を供給しようといろいろ取りつくろ

うとしてましたけど、1号機が水素爆発を起こしたおかげで、全く人が寄り付かなくな

った。やっぱり人命を危険にさらしてまで、電源つなぎ込みに行くっていうようなこと
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は避けなきゃならなかった。そうすると仮に、幾つかの条件を外してやって、あるいは

仮定してやって、最適パスで3つの炉心を救うことができなかったのかどうかっていう

のは、余り確実さのある議論ではないかもしれないけれど、最適パスがどうであったか

というような視点というのはこれまで余り行われてないアプローチだというふうに思

ってます。ですから、ストレステストとかの結果を見てもあの事故、あのハザードから、

あの施設で防ぐことができたかっていうと、なかなか難しいんだろうとは思いますが、

もっと事故を小さく、要するに被害を小さく抑えることができなかったかというのは、

まだまだこれからの事故分析のテーマだというふうに思ってます。 

○司会 あともう一つだけ、核燃料サイクル施設ですね。再処理工場のいまだに審査が通

ってなくて、建設の延期に関しては20数回ということですけど、果たしてこういうよう

な状態で、今後も日本は核燃料サイクル、特に再処理進めて大丈夫なのか、非常に素人

ながら疑問を感じるんですけど、審査に通れば、大丈夫ということでもないのかと思う

んですけど、将来どのように安全対策も含めてご覧になってらっしゃいますでしょうか。 

○更田委員長 それは、経済産業省に対する問いだと思いますけれども、ですので、普段

これお答えしない質問ですが、あえて最後なので、少しだけお答えするとすれば、現在

の六ヶ所再処理施設が寿命期間中、フル稼働したとしても、現在既に存在する使用済燃

料の再処理を終えることはできません。したがって、全量再処理というのは、第2再処

理工場の建設を前提としています。ですので、今の御質問にお答えするとしたら、今の

六ヶ所施設が合格になったからといって、その全量再処理という政策が完結するわけで

は決してありません。 

○記者 ありがとうございました。 

 

○司会 それではおしどりさんお願いします。 

○記者 LCMプレスのおしどりです。よろしくお願いします。 

  更田委員長の2017年の就任のときの議事録を読んできたんですけど、その関連で幾つ

か質問させてください。 

  まず、検査官の技量を高めるという話で、技量の高い検査官をリクルートしようとし

たら一番手っ取り早い方法は、待遇をよくすることだとでも、でも日本の官僚制度の中

で、待遇を高めることには限界があるということを就任のときにおっしゃっておられま

した。先月5年の委員長でやり残したこととして、現地規制事務所の強化だということ

もおっしゃっておられました。いろんな問題でできなかったということで、そこの一つ

に、現地事務所の待遇改善ができなかったということもおっしゃっておられました。 

  それを踏まえて2点。検査官、現地事務所に対してどのような待遇改善を望んでいらし

たのかということを教えてほしいというのが一点と、そして山中体制への引継ぎ要綱の

一つ、現地規制事務所の強化というのは、具体的にどのようなものかというのを教えて

ください。 
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○更田委員長 まず、就任のときに、就任会見のときに意識をしたのは、本当にごく稀な

ケースですけれども、政府機関内で言えば、金融庁みたいなところでは、非常にその高

待遇をもって専門家を迎えるというようなプラクティスが全くゼロなわけではないん

ですね。そういった意味で、何とか地方事務所に勤務してくれているその検査官の待遇、

この場合は報酬ですね、これを改善できないかって期待したんですけど、やはりこれは

なかなかハードルが高くて、できなかった。 

  ただ、それよりも、その手前でできるのに、まだやり切れてない部分が幾つもあるん

です。それは何かといいますと、例えば住居と勤務地との関係であるとか、住居の質で

あるとか、検査官事務所には、多くの場合は、比較的シニア層の単身赴任で構成されて

いるケースが多いです。どうしても学齢期のお子さんを持った職員は、なかなか地方事

務所に行きづらいというようなこともあるのも事実です。そういった意味で、住居であ

るとか、勤務環境であるとか、彼らは、例えば、ついこの間まで1Fの検査官が宿直する

施設の中には、隣のお手洗いの便所と書いたブリキの大きなダクトが通ってたのですね、

部屋の中。そのダクトの下で寝泊まりしてた。 

  それが何とかならないかと東京電力に言って、もちろん困難な廃炉と戦っている東電

だから、それを優先しろと言うつもりはないですけど。しかし、それにしても何だろう

と。隣が喫煙所でたばこの匂いもするというようなところへ彼ら夜は簡易ベッドで泊ま

っている。徐々に徐々に環境は、例えば簡易ベッドを新しいのに買い換えるとか、冷蔵

庫を買うとかというようなことはできてますけど、やっぱり歩みはどうしてもゆっくり

なのですが。ただ、私はその検査官の宿直室をもっと後方へ下げたら、事務本館のもっ

と環境のいいところへ持ってきたらどうかと言ったら、それは検査官に反対されて、彼

らは宿直をするんだったら前線にいないと意味がないと。何かトラブルがあったら東電

がわーっと動き出すので、それを肌で感じられる前線にいたいということで、彼らは、

自ら望んで、お手洗いの香りのする、たばこの香りのする宿直室で簡易ベッドで宿直を

自ら望んでやっている。 

  士気の高さを疑うべくもないんだけど、だけども、その環境を改善しようとしても、

もう少しずつしかできない。少しはできたと思っています。ただ、やはり、これは山中

新委員長の体制になっても、地方事務所の環境を良くするということは、非常に重要だ

し、それから、これは私自身やろうと思ってできなかったですけども、できれば事務所

巡りをしたかったけれど、それは、やっぱりちょうどなんていうか、委員長になって、

2年くらいたって、落ち着き出したときにコロナが始まってしまったというようなこと

があって、果たせませんでしたけど。 

  地方事務所は、規制委員会規制庁にとって触覚の役割を果たしている組織ですから、

最も大事な部分だと思いますので、これは継続的な改善としか言いようがありませんけ

ど、地方事務所の強化というのは課題だと思います。 

○記者 分かりました。ありがとうございます。 
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  そうですね。ちょっとその関連みたいな感じなのですけど、本日会合で出ました原子

力検査官の検査官証の不携帯ですが、実用炉や核燃料施設に立ち入っていたということ

で、これ具体的にどこなんでしょうか。複数の場所なんでしょうか。 

○黒川総務課長 事務的なんで、これ私答えていいですか。 

  場所は全部で6か所ありまして、核燃料施設が信州大学と六ヶ所再処理施設で、発電所

でいうと、大飯、高浜、川内、伊方です。 

○記者 ありがとうございます。複数だったということですね。ありがとうございます。 

  あともう一点、就任会見のときに、安全を語り出したら福島を忘れたものと思ってい

ただいていいということもおっしゃっておられました。現在、福島県側の高坂さんです

けど、度々1号ペデスタルの件、事故分析やデブリの取り出しより目の前の安全を福島

は求めているということを今月の監視評価でもおっしゃっておられたのですけど、先月

の会合で更田委員長は、福島第一のUPZ（緊急時防護措置を準備する区域）を挟めるコ

メントをされました。これは、形を変えた安全の語り出しと感じたのですがいかがでし

ょうか。 

○更田委員長 就任会見の言葉ですけど、安全、安心どっち。 

○記者 すみません。安心でした。安心を語り出したら福島を忘れている。 

○更田委員長 安心だよね。私は、いまだにそれはそのとおりだと思っていて、規制当局

が安心と言い出したら、規制当局が怪しくなった兆候だと、少し言い過ぎかもしれない

けれども、私たちは安心って規制当局が使う言葉じゃないのですよ。私たちは常に自分

たちのマインドとしては、先ほどのように不安に思っている組織で、私は少なくとも防

災携帯を渡すまでは、ずっと不安なのです。 

  安心してくださいというのは、もちろん推進、利用を進めようとする人たちが理解を

いただくためにそういった言葉を使うというのは、当然なことながらあると思っていま

すけど、安心というのは規制当局が使う言葉ではないと思っています。 

  UPZの縮小というのは、これはまさに安全の問題であって、防護策というのは、常に防

災上の防護策というのは、常に副作用を伴う。そういった意味で、その適正な防護策が

取られるということは安全を高めることであるので、UPZの縮小というのは、決して安

心ではなくて、安全な話だと思っています。 

○記者 分かりました。ありがとうございます。 

  すみません、長くなって。あと、ちょっとこれ古い話になってしまうのですが、情報

公開の観点で、2013年、14年の海洋モニタリング検討会で水産庁が規制庁に対して、何

度も要望していたのがエクセルデータなどの生データの公開です。水産庁は、測定デー

タをグラフとPDFをエクセルで公開していて、規制庁のデータも、測定データもエクセ

ルデータとか、CSVファイルで公開すれば、世界中の研究者が、世界中の省庁が公表し

ているものをエクセルに入れていっているので。規制庁がエクセルデータを公開してく

れたら、ものすごく合理的だと。水産庁はエクセルでも公開しているということで何度
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も要望されていたのですが、それがALPS処理水の海洋放出で規制庁がやはり測定に関わ

っていても出てこないというのは、情報公開の観点からちょっとそこの辺りを改善して

いただきたかったと思うのですが、いかがでしょうか。 

○更田委員長 まず、状況を把握してないです、私、それ。技術的に大きな問題がないの

であれば、公開するのに何ら痛痒を感じないんだと思いますけども、それができていな

いというのは何か課題があるんだろうと思いますけど、私それは状況をキャッチしてな

いですね。 

○記者 分かりました。ありがとうございます。 

  では、すみません、長くなって。最後になるのですけれども、ちょっとここの公開で

聞くのもどうかと思うのですが、伴さんが委員になる前に、所属学会の大会などに参加

されていて、よくレセプションなどでお酒を飲みながら詳しいことを教えていただいた

のですが、更田委員長が大会に参加されるような所属学会があれば教えてください。 

○更田委員長 これからの話。 

○記者 はい、そうです。 

○更田委員長 私は今、もう今は所属している学会2つになりました。一つは、日本機械学

会。もう一つは、日本原子力学会です。 

○記者 なるほど。大会には参加はもうされていないですか。今後。 

○更田委員長 どうですかね。かつて、かつては、原子力学会は春の年会と秋の大会とい

うのをやっているのですが、春の年会って、必ず米国のRIC（米国原子力規制委員会の

規制情報会議）に重なるのですね。だから、秋は出てくることが多かったですけど、春

は出てなかった。それは、かつての状態です。 

  今後どうかな。ものすごい暇人になると思うので、近くで、例えば次の秋の大会なん

かは駒場なので、私は私鉄乗換えなしで行けるので、気が向いたら行くんじゃないかな

と思いますけど。ただ、学会はある意味、私は安全部会というのが学会の中で設立する

ときにも関わりましたし、そういった意味で、あと核燃料部会にはずっと関わってきま

したから。部会活動に再び参加するのかどうか。それこそ辞めてみないと分からないの

ですけども。ただ、暇人になったら顔を出すんじゃないかなとは思いますけども。 

○記者 ありがとうございます。 

  すみません。本当の最後の最後です。大熊に遊びに行くとおっしゃっておられました

けれど、これは大熊の分析研究センターとか、具体的にどこか行かれるのであれば。 

○更田委員長 遊びに行くのに分析研究センター行かないですよ、やっぱり。もう純然に、

純粋に遊びに行くので。知人が、ある種泊まれるところがあるので、そこへ行こうと思

っています。 

○記者 分かりました。ありがとうございます。 

 

○司会 ほか、御質問ございますでしょうか。 
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  今、マスイさんと、ヤマダさん挙げられてますが、ほか、よろしいですか。 

  では、まずマスイさん、それからヤマダさんで終わりにしたいと思います。 

  では、マスイさん、お願いします。 

○記者 東京新聞のマスイです。 

  更田さんは、当初から10年間、原子力規制委員会委員と委員長、両方されてきたとい

うことでお伺いしたいのですけれども、高速増殖原型炉もんじゅが点検漏れ1万点以上

があって、なかなか対策もなされず、2015年11月に規制委員会が原子力機構という運営

主体を交代するように勧告を出しました。 

  その後、廃炉決まって、規制委の何か存在感が示されたというふうな言われ方もある

のですけども、その当時を振り返って、今はどういうふうに思われているでしょうか。 

○更田委員長 これは先立つ経緯が随分あって、単純にトラブルがあって、私たち委員会

が、田中委員長の下ですけど、委員会が動いたというわけではなくて。トラブルがあっ

て、それを是正するように求めて、そして、またトラブルが起きて、是正するように求

めて、それでも、またトラブルが起きて、延々とトラブルが続いたのですね。改善の兆

しが見られない。そうすると、結局止まっている施設でもあったのですけど、規制上、

そこに求める手段というのがもう残されてない状態だったと言えると思います。 

  結局、運転を停止している炉でトラブルが続いているわけですから、運転停止命令を

出したところで意味を持たないですよね。設置許可を取り消しても、多分余り意味を持

たない。それよりも燃料があって、ナトリウムがあって、潜在的なリスクがある炉を停

止しているとはいえ、きちんと運用するしてほしいということを求めるためには、これ

は、それが本当に何度も繰り返されたことから、運営主体を変えるしかないだろうとい

う結論に、もう至らざるを得なかった。その意味で文部科学大臣に対して、運営主体の

変更を求めたというのが経緯ですけれども。本当に短い時間での判断ではなくて、延々

と続いた結果なので、そして5人の間で、当時の5人の間で議論もしましたけれども、5

人が5人とも、これはもうJAEA（日本原子力研究開発機構）が主体である限りにおいて、

問題の解決が望めないという判断をして、あのような規制上のアクションに至ったとい

うのが当時のもので。随分、時間があったことなので。そうですね、本当に繰り返し繰

り返しだったなというのが印象です。 

○記者 それから、7年近くたちますけど、JAEAにその改善の兆しというかは、もんじゅが

もう廃炉になったので、もんじゅでは比べられないのですけど、どういうふうに受け止

めてますか。 

○更田委員長 私は当時から、これは核燃料施設に対する基準策定のときから、非常に大

きな問題だと認識をしていて、そしていまだに問題であり続けているのは、むしろ東海

再処理施設のほうなのです。東海再処理施設は、当時プルトニウム溶液と、それから高

レベル廃液を抱えている状態でプルトニウム溶液については、固化することができまし

た。粉末にすることができましたけども、まだ高レベル廃液は廃液の状態で残っている。
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当然、液体ですから安定した状態ではなくて、速やかに再処理といいますか、ガラス固

化を進めてもらわないとリスクが下がらない。一旦、もう溶解してしまってますから、

もう固めるにはガラス固化くらいしか手段がなくて。ところが、その本業であるはずの

ガラス固化がなかなか前へ進まない。最近も白金族であると思いますけど、溶融炉詰ま

ってしまって、止まっている状況で。 

  ですから、JAEAが抱えている問題は、別に燃研棟の汚染であるとか、様々なことがあ

りましたけども。それから廃炉を進めなきゃならないのはふげんだって、そうですし、

JMTR（材料試験炉）だって、そうですし。片付けなきゃならないものは、それこそ非常

にたくさんありますけれど、それでも相対的なリスクから考えて、JAEAが抱えている問

題は、東海再処理だと思っています。もんじゅは燃料の取り出しがほぼほぼ順調に進ん

で、あとナトリウムの取り出し、引き抜きという形になりますけど、問題の大きさから

すると、圧倒的に今JAEAに真剣に取り組んでもらいたい、安全上の問題として、取り組

んでもらわなきゃならないのは、東海再処理のガラス固化だというふうに考えてます。 

○記者 今年の春から夏にかけて、経済産業省の革新炉ワーキンググループで、その工程

表案の骨子案が出されたりして、その革新炉の話、次世代原発ともいわれるのが盛り上

がって、その司令塔機能として、JAEAという名前も何か上がってたりするのですけど、

JAEAはそういう司令塔として、革新炉の研究推進するのに適しているとお考えでしょう

か。 

○更田委員長 それは、電気事業者にお尋ねになると、すぐ答えが戻ってくると思います

よ。 

  JAEAが取り組んでいる現在持っているプログラムというのは高速炉と、それからガス

炉ですけれども、現在世界で革新炉として、多く語られているものというのは、水冷却

の小さな炉であったり、あるいはガス炉、そして例えばJAEAは、テラパワーのナトリウ

ムという炉との技術協力を打ち出していますけど、ナトリウムというのは、これは小型

の高速炉ですけども、増殖炉ではなくて。また、その燃料は直接処分、ワンススルーで

再処理される燃料ではありません。そういった意味で、そうですね。JAEAがある意味、

炉型としてリードしているのは、ガス炉と言えるかもしれないのですけど、ガス炉は先

ほどお話ししたように、再処理と両立させるというのは事実上不可能なので、そこがな

かなか難しいところだと思います。 

  だから、国内で実用化されそうな炉でというと、今、GX実行計画等でいわれている炉

というのは、もっと手前の炉型ですので。そういった手前の炉型というのは、日立GEで

あったり、三菱重工であったり、メーカーのほうにも技術がありますので、それをJAEA

がリードするというのはちょっと考えにくいですね。JAEAはむしろ、その個別技術でと

いうところがあるんではないかと思いますけれども。当面、GX実行計画の脈絡で語られ

るのは、むしろそのメーカー主導の形での開発だというふうに、私は理解をしています。 

○記者 ガス炉が再処理と両立するのが不可能というのは燃料が被覆されてて、その燃料
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を取り出すのに手間がかかって、再処理に向いてないということなんでしょうか。 

○更田委員長 高温ガス炉は、これは、実はその再処理できないというと再処理できます

という答えが恐らく返ってくるのですけど、どうやってやるかというと、黒鉛の、高密

度の黒鉛の中に、仁丹みたいなトリソ燃料という、三重に被覆された、非常に何ていう

か堅牢に被服された粒子が埋まってます。 

  なぜガス炉の安全性が高いかというと、高温になっても大丈夫ながっちりしたもので

コーティングされているから、被覆されているからなのですね。ですので、例えば、冷

却材であるヘリウムが止まったとしても、自然に冷えていく過程で燃料が溶けたり、中

の核燃料物質が外へ出てきたりすることはないから安全性が高いと言われているわけ

ですけど、一方で、この安全性の高さ、燃料のがっちりさの高さが再処理をしようとす

るときには仇になって。黒鉛の中からこの仁丹燃料を取り出してやって。かつて言われ

ていたのは、それを高速で壁にぶつけて、ひびを入れてやって。そして、硝酸液の中へ

落として、溶解すると言ってたのですけど、こんな仁丹みたいな燃料が黒鉛のコンパク

トの中に埋まっている燃料を再処理しようとするのは技術的に不可能ではないと言え

るかもしれないけど、強烈に時間とお金もかかって、到底採算が合うとは思えない。 

  もう一つは、ガス炉って、ちょっとあれですけど、スペクトルが柔らかいという言い

方をするのですが、柔らかいスペクトルで運転することができるので、燃やし切るのに

向いているのです。つまり軽水炉だと燃えるウランだとか、プルトニウムの量がある程

度以上、下がってきちゃうと、炉を運転させることができないのですけど。柔らかいス

ペクトルで運転する炉というのは本当に燃料を燃やし切る、使い切るのに向いているの

で、ガス炉は、一旦入れた燃料は使い切って、そして直接処分というのが、もうこれは

国際的にも常識です。 

  ですから、再処理との相性はとてもよくないというか、事実上、再処理とは両立しな

いというのが技術的な見解です。 

○記者 あともう一点、前の会見で東京電力福島第一原発の3号機の建屋を丸ごと、水に、

水槽みたいに、鋼鉄製の構造物の中につけて、デブリを取り出すという方式が安全で結

果的に近道になるんじゃないかという御意見をいただいたのですけれども、それは、デ

ブリ取り出しだけじゃなくて長期的に安全に管理する水棺としても有望というふうに

捉えられているのかどうかというのをお願いします。 

○更田委員長 まず、見解というよりも今の時点では期待に近いです。うまくいってくれ

ればいいと思ってます。というのは、なぜそれがメリットかというと、冠水させること

によって、水に浸けることによって、妙なものは浮き上がってしまったりするようなリ

スクは完全に抑え込むことができるし、そして廃炉作業に当たる方の被ばく量も抑える

ことができます。 

  そういった意味できちんと水を蓄えることができるような構築物の建設に成功すれば

いい手段だとは思います。ただし、費用はかなりかかるだろうと思うし、技術的な成立
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性という観点から言うと、水を入れていったら本当にちゃんとたまるのかという難しさ

はあると思っています。そのためには底部、下のほうはかなりコンクリ等で固めざるを

得ないだろうなというふうには思ってます。 

  水棺というのは非常に印象が悪い言葉で。そうではなくて、あくまで取り出しのため

に、冠水をさせる設備で取り出しが終わったら、それはある意味カバーとして、一定期

間保持して、そして解体することができるだろうと思ってます。 

○記者 中にたまった汚染水は、ALPSで処理してみたいな、そういう。 

○更田委員長 結局、どうしても汚染は避けられないので、一定程度の汚染は避けられな

いので、処理してという形になるだろうというふうには思います。 

  ですから、デメリットがあるのは事実で、汚染水が増えるというデメリットはあるけ

れども、それに代えられない技術的な、何ていいますかね、成立性があるんではないか

と。私は気中工法が非常に難しいと思っているので、そういった意味で検討に値する案

だとは思ってます。 

○記者 気中工法が難しいのは、ロボットの精度とか被ばくしないように抑えるとか。 

○更田委員長 遮へいが非常に難しいと思います。 

○記者 分かりました。ありがとうございました。 

 

○司会 それではヤマダさん、お願いします。ヤマダさん。 

○記者 新潟日報のヤマダです。ありがとうございます。 

  すみません。まず、今日の会合の議題3の検査官証の未発行による不携帯についての、

まず委員長としての所感、対応についてをお願いいたします。 

  もう一点が、最後ですので柏崎刈羽が追加検査受ける東京電力という事業者について、

改めて最後にお考えをお聞きしたいと思います。 

  福島の事故後に、相次ぐ核物質防護に関する不祥事を受けて、是正措置命令を受けて

今も検査が続いている中でも、また大小様々な不祥事が発覚しています。あの福島の事

故を許した企業の体質のどこが11年間変わって、どこが変わっていないと思っているか

について、お願いいたします。 

○更田委員長 まず、検査官証については、不携帯に関しては、今日の委員会の事務局か

らのペーパーに私は物足りなさを感じて、委員会での発言につながったわけですけど、

あのような事例がもし東京電力で起きたとしたら、私たちはどういう言い方をしてただ

ろうか。 

  結局、職員の意識が低かったとか、あるいは人事異動情報は、連絡がうまく伝わって

いなかった。あるいは、課長レベルの管理職の監督意識が足りなかったという報告を受

けたら、私たちは恐らくはだけど、マネジメントがなってないんじゃないのと。トップ

マネジメントの責任はどうなのと必ずと言うと言い過ぎだけど、そういう問いかけを私

たちは東京電力にしてきたんであって。それがブーメランなんだと思ってます。 
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  自分たちがああいうことを起こしてしまったときに、それを是正しようとするときに、

現場の是正、再発防止策だけでは足りなくて、やはり規制庁のマネジメント全体が問わ

れるべきだと思っていますし、委員会の関与はどうあるべきかというのも問われるべき

だというふうに思ってます。 

  それがどう可能で、どうできないかというのは、まだこれから報告を受けないと分か

らないと思ってますけど、いずれにせよ、あそこに記されていた再発防止策が全てでは

なくて、マネジメント全体を見返すということが私は避けられないというふうに受け止

めています。 

  それから、東京電力ですけど、本当にこの話はずっとですよね。私が着任したときに

一番ホットだったのは、東京電力の適格性というもので、なぜかというと、6、7号機の

設置許可の許可の後、私直後に委員長に着任しましたので、ずっとその東京電力とは何

ぞやという、私自身は繰り返し発言してますけど、1F事故だけじゃなくて、1F事故の前、

特に私が重視しているのは、格納容器の漏えい率試験の偽装データです。データ偽装。

これは他のトラブルや不祥事とは性格が別で、意図を持って規制当局を欺こうとした極

めて珍しい事例です。うっかりミスだとか、知識が足りなかったとか間違えてしまった

というようなことは、事業者に、ほかの事業者にもあるけれど、やってくる規制当局を

わざわざだましてやろうとしたのは東京電力だけなのですよ。あの当時、設置許可の取

消しって、私議論があったと承知してますけど、結局、当時保安院は1年間の運転停止

を済ませた。 

  それから、その都度、東京電力は、例えば中越沖の後でもそうですけども、常に非常

に美しいプレゼンテーションをしてきた。こういうふうに分析をして、こういうふうに

改めますと。それは非常に、きれいなプレゼンテーションを毎回見せていただくのです。

だけど、また起こる。1F事故に至っている。その東電をどう捉えようかというのは、ず

っと規制委員会にとっても課題というか、悩みの種であったのは事実です。ですから、

いまだに東京電力に関しては、やっぱり他事業者以上にしっかり見るということが必要

になるんだろうと思ってます。 

  一方で、これは委員会が柏崎刈羽の追加検査について、結論を出すときに委員会とし

ての見解を示すんだと思いますが、私はもうそのときにいませんので、私自身の追加検

査の途中までの受け止めを見ると、少なくともトップマネジメントに関しては、明らか

な改善の兆しが見られると受け止めてます。 

  この過程の中で経営トップに対して、検査官がインタビューなり聞き取りを重ねてき

てますけれども、少なくとも経営トップの危機感はこれまで以上に強まっているという

ふうに思っていますので、ぜひその危機感が組織全体に浸透して、改善が進む、そして、

そのしっかりした計画が示されることを期待したいと思ってますけども。ですから、私

の在任、委員長としての在任5年間の本当に最後のほうですけれども、具体的な改善と

言っていいのかどうか迷うところですけど、改善の兆しは見られてきているという受け
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止めを持ってます。 

 

○司会 それでは、本日の会見は以上としたいと思います。ありがとうございました。 

○更田委員長 これで終わりです。どうもありがとうございました。 

－了－ 

 


